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平成３１年みよし市教育委員会 第２回定例会 会議録 

日 時 

 

場 所 

 

出 席 委 員 

 

 

 

説明のため出

席した職員 

 

 

 

書 記 

 

傍 聴 者 

 

 

 

 

 

 

日 程 １ 

【開会宣言】 

 

日 程 ２ 

【教育長報

告】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 ３ 

【前回会議

録の承認】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

平成３１年２月１３日（水）午前１０時開議 

 

市役所２階２０２会議室 

 

教育長：今 瀬 良 江  教育長職務代理者：天 野 博 道 

委 員：松 本 美 佐  委  員：日比野 直 子 

委 員：原 口 百合子 

 

教育部参事：山北 淳、教育部次長兼教育行政課長：山崎正勝、 

歴史民俗資料館長：林 久義、学校教育課長：新美貴宏、 

学校給食センター所長：渋田昌代、スポーツ課長：深谷鐘治、 

生涯学習推進課長：岡田高行、生涯学習推進課主幹兼図書館長：村山孝文 

 

教育行政課副主幹：伊藤益好、教育行政課主査：増岡総一郎 

 

なし 

 

 教育委員会会議の開会及び閉会につきましては、みよし市教育委員会会

議規則第８条の規定により、教育長が宣言することとなっております。ま

た、会議録の作成につきまして、みよし市教育委員会会議規則第１６条第

１項の規定に基づき、教育行政課伊藤副主幹と増岡主査にお願いします。 

 

日程１、平成３１年みよし市教育委員会第２回定例会を開会します。 

（午前１０時） 

 

日程２、教育長報告 

お配りした報告書の通りですが、その内容につきまして２点ご報告した

いと思います。１月２４日に三好中学校の弓道部の生徒が表敬訪問してく

れました。これは、東海地区の弓道選手権大会で準優勝したという嬉しい

ニュースです。７月の全国大会に出場できるということで大変頑張ってい

ます。次に昨日ですが三好丘中学校区人権教育総合推進会議がございまし

た。３年間の指定のまとめということで今までの成果について発表してい

ただきました。地域の推進委員の皆さんから本当にいい事業であった、こ

れを市内に広めてほしいといったご意見をいただきました。また、学校の

方でもいいものは続けますが、特に地域会議といって地域のみなさんと子

ども達の話し合いが大変よかったということで、また何らかの形で続けて

いきたいという、そんな報告を受けております。 

 

 日程３、前回会議録の承認 

 前回会議録について、要点説明をお願いします。 
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日 程 ４ 

【 議 事 】 

議案第１号

（平成３１

年度教育行

政方針につ

いて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育部次長 

 

教 育 長 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

教育部次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

【前回（第１回定例会）会議録の要点説明】 

 

 ただいまの会議録につきまして、みよし市教育委員会会議規則第１６条

第１項の規定に基づき、承認することに賛成の委員は、挙手をお願いしま

す。 

【挙手全員】 

 

 挙手全員です。よって、会議録は承認されました。 

 

 日程４、議事に入ります。 

 

議案第１号の説明をお願いします。 

 

議案第１号「平成３１年度教育行政方針について」説明します。 

 平成３１年 議案第１号「平成３１年度教育行政方針」について、この案

を提出するのは、平成３１年度における教育行政方針を決定するため必要

があるからです。 

 教育行政方針の内容の主なものとしては、特に小中学校全学年での３５

人学級の実施等、児童生徒、個に対応した支援の充実、ＩＣＴ教育や学校

施設等の学習環境の整備、開設２０周年を迎える「みよし悠学カレッジ」

講座等の生涯学習講座の充実を重点施策としています。 

 学校教育の振興では、確かな学力の育成、豊かな心の育成、健やかな体

の育成、個に応じた支援の充実、学習環境の整備の５点を、社会教育の振

興では、文化センターサンアートの整備充実、みよしの伝統文化の保存と

継承、家庭教育の充実、教育支援の充実の４点を、生涯スポーツの推進で

は、行うスポーツの推進、観るスポーツ・支えるスポーツの推進、スポー

ツ環境の整備と交流の促進の３点を、生涯学習の推進では、生涯学習講座

の充実、読書啓発活動の推進の２点を、それぞれの取り組んでいく内容と

しています。 

 

議案第１号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  

【質疑なし】 

 

質疑ありませんので、議案第１号「平成３１年度教育行政方針」につい

て、原案を可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 
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議案第２号

（みよし市

立学校管理

規則の一部

を改正する

規則につい

て） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

松 本 委 員 

議案第２号の説明をお願いします。 

 

９ページをご覧ください。議案第２号「みよし市立学校管理規則の一部

を改正する規則」についてです。この案を提出するのは、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第４７条の５第１項の規定に基づき、共同学校

事務室を設置する等のため必要があるからです。具体的には１２ページの

新旧対照表をご覧ください。表の右側が現行で左側が改正案となり、下線

を引いた部分が改正箇所となります。 

これまで学校における事務の共同実施については、中央教育審議会の国

への答申を受け、各教育委員会の自主的な運用として複数の学校の事務を

共同して実施しており、本市においては、平成２７年度より北中学校区及

び三好丘中学校区の６校で北ブロック、三好中学校区、南中学校区の６校

で南ブロックに分け、予算執行管理のシステムの共同利用や人事事務の省

略化、小中学校の行事カレンダーを１中学校１小学校の組み合わせで作成

する等、事務の効率化に向けた取組について、一定の成果をあげています。  

この改正の目的は、学校教育法及び同法施行規則の一部改正により、学

校事務職員の学校での役割について、学校経営職員の一員として、校長・

教頭を補佐し、学校事務及び企画運営を行うことが標準的職務であること

が確認されるとともに、共同学校事務室の制度化により、事務の共同実施

に係る責任・権限関係が明確化され、学校事務のさらなる効率化を図るも

のです。すべての教職員が共同して学校運営にあたることで、教員の子ど

もと向き合う時間を増やし、未来を担う子どもの健やかな学びを支援する

ことを目指すこととしています。なお、施行期日は平成３１年４月１日か

らとしております。 

 

 学校の事務職員についての規定ですが、今までの「事務に従事する」を

「事務をつかさどる」に改正し、事務関係も含めて学校経営により参画し

やすいようにするものです。 

共同実施というのは学校事務の皆さんが協力していろいろな事務を行う

ものですが、共同実施組織の名称を共同学校事務室に名称を改めて行うも

のです。特別な部屋があるわけではないですが、北ブロックは三好丘中学

校、南ブロックは天王小学校、そこに学校事務職員が集まってうまくやり

ましょうということで、南ブロックだと校区ごとに行事予定表を作ったら

学校も地区もすごく参考になるのではないかということで一回やりましょ

うとか、学校の事務手続きを統一化することで学校が変わったときもやり

やすくなりますねということでホームページに載せたりなどの事務の効率

化を図るものです。南と北に総括事務長というのを置きその方が責任者と

なります。学校事務職員も学校教育に参加しましょうというものです。 

 

議案第２号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

 学校事務職員は教職の資格を持っているのですか。 
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議案第３号

（みよし市

立歴史民俗

資料館管理

及び運営に

関する規則

の一部を改

正する規則

について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

資 料 館 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 学校事務職員の中には、資格を持ってみえる方もいますが、学校事務職

員の任用にあたっては教職の資格は必要ありません。 

 

議案第２号について、他に質疑はありませんか。 

 

 【質疑なし】 

 

議案第２号「みよし市立学校管理規則の一部を改正する規則」について、

原案を可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

議案第３号の説明をお願いします。 

 

１３ページをご覧ください。議案第３号「みよし市立歴史民俗資料館管

理及び運営に関する規則の一部を改正する規則」について、この案を提出

するのは、平成３０年度第２回みよし市個人情報適正管理委員会において、

全庁的に性的マイノリティの方への配慮を行う方針が決定されたことに伴

い、資料館入館手続きにおいて、入館者が記入する資料館利用者名簿の性

別欄を削るとともに、利用者の集計方法を石川家住宅と統一するために様

式を改める必要があるからです。 

１６ページの新旧対照表をご参照ください。右側の現行様式から氏名、

性別、年齢、職業、備考欄を削除し、左側の改正案のとおり「住所」欄は

みよし市内、愛知県内、県外から該当するものを丸で囲むこととし、「年齢」

欄は中学生以下の子どもと大人の欄を設け人数を記入するよう改めるもの

です。なお、本改正規則の施行は平成３１年４月１日からとしています。 

 

議案第３号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  

【質疑なし】 

 

質疑ありませんので、議案第３号「みよし市立歴史民俗資料館管理及び

運営に関する規則の一部を改正する規則」について、原案を可決すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 
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議案第４号

（みよし市

奨学金の支

給に関する

規則の一部

を改正する

規則につい

て） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第５号

（みよし市

立図書館の

管理及び運

営に関する

規則の一部

を改正する

規則につい

て） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

教育行政課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

生涯学習推進

課 主 幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

議案第４号の説明をお願いします。 

 

１７ページをご覧ください。議案第４号「みよし市奨学金の支給に関す

る規則の一部を改正する規則」について、この案を提出するのは、みよし

市奨学金の支給に関する規則の一部改正に伴い必要があるからです。 

 改正の内容は、平成３０年度第２回みよし市個人情報適正管理委員会の

性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）の方への配慮方針の決定を受け、様式第

１号（第３条関係）「みよし市奨学金支給申請書」中、様式第３号（第３条

関係）「履歴書」中、様式第４号（第３条関係）「家族等状況調書」中の「性

別」欄を削除するものです。 

 

議案第４号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  

【質疑なし】 

 

質疑ありませんので、議案第４号「みよし市奨学金の支給に関する規則

の一部を改正する規則」について、原案を可決することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 

議案第５号の説明をお願いします。 

 

２３ページをご覧ください。議案第５号「 みよし市立図書館の管理及び

運営に関する規則の一部を改正する規則 」について、この案を提出するの

は、みよし市立図書館の管理及び運営に関する規則の一部改正に伴い必要

があるからです。 

改正の内容は、平成３０年度第２回みよし市個人情報適正管理委員会に

おいて、全庁的に性的マイノリティ(ＬＧＢＴ等)の方への配慮を行う方針が

決定されたことにより、所管課で検討した結果、性別情報を取得すること

が今後において事務に不要と判断したため、様式の改正と、併せて様式の

文字句の修正を行うものです。 

２８ページからの新旧対照表をご覧ください。様式第２号及び様式第３

号中の「性別」欄及び「男女」欄を削除するものです。また、現在の運用

に合わせるため、様式第１号から様式第３号までの下線部分の文字句を修

正するものです。本改正規則の施行は公布の日からとしています。 

 

議案第５号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  

【質疑なし】 
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議案第６号

（みよし市

教育委員会

教育長の権

限に属する

事務の決定

権限に関す

る規程の一

部改正につ

いて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第７号

（教育予算、

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

教育行政課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

 

質疑ありませんので、議案第５号「みよし市図書館の管理に関する規則

の一部を改正する規則」について、原案を可決することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議案第６号の説明をお願いします。 

 

議案第６号「みよし市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限

に関する規程の一部改正」についてです。資料は３１ページからとなりま

す。この案を提出するのは、みよし市教育委員会教育長の権限に属する事

務の決定権限に関する規程の一部改正に伴い必要があるからです、 

 ３４ページをご覧ください。 

 改正の内容は、別表第１（第２条関係）「各課等共通決定区分表」の現行

（右側）の「２ 組織及び人事」欄の「２ 行政委員会の委員の任命」につ

いては、教育委員会に委任されておらず削除するため、及び「附属機関等

の設置、廃止並びに委員の推薦及び就任の依頼・任免」欄の「任免」につ

いては、教育長に事務委任されていないため「任免」を削除するため、別

表第１の２項を全て改める内容としています。 

 具体的には、行政委員会は合議制の行政機関で、地方公共団体では教育

委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員などがあります。これら

の行政委員会の委員の任命については市長の権限になっていますので、今

回教育長の権限に属する事務から削除させていただくものです。 

 

議案第６号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  

【質疑なし】 

 

質疑ありませんので、議案第６号「みよし市教育委員会教育長の権限に

属する事務の決定権限に関する規程の一部改正」について原案を可決する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 

議案第７号の説明をお願いします。 
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その他議会

の議決を経

るべき議案

に関する意

見の申出に

ついて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育部次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３７ページをご覧下さい。 

 議案第 7号「教育予算、その他議会の決議を経るべき議案に関する意見

の申し出」についてです。この案を提出するのは、平成３１年第１回みよ

し市議会定例会に上程する議案について意見を求めたいからです。 

 上程する議案は３件あり、私からは１の「みよし市社会体育施設の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例」について説明させていただ

きます。 

 ３８ページをご覧ください。平成３１年度に、ゲートボール・グラウン

ドゴルフ場の一部に、新規リサイクルステーションを設置することに伴い

まして、条例内に記載されます、代表地番を変更するものです。 

 代表地番の変更内容は、資料４０ページの新旧対照表のとおり、現行「井

ノ花１６番地１」を「井ノ花１８番地１」に変更するものです。 

なお、附則としまして、施行は平成３１年４月１日からとしています。 

 

私からは、２「平成３０年度みよし市一般会計３月補正予算（教育費）」

と３「平成３１年度みよし市一般会計予算（教育費）」の２点について、説

明させていただきます。 

 ４１ページをご覧ください。 

 平成３０年度 ３月補正予算総括表（教育費）です。 

 「１ 教育総務費」から「７ 学校給食費」までの「教育費」全体として、

補正額は５，１８４万１千円で、補正前の金額と合せて、総額３９億１，

３９３万３千円となります。 

 ４２から４４ページは、教育委員会所管分の事業概要書です。 

 ４２ページの２段目「① 文化振興基金利子積立金」、上から９段目「① 

小、中学校建設基金利子積立金」及び下から４段目「① 奨学基金利子積立

金」は利子確定による増額、９段目「② 小、中学校建設基金積立金（一般

財源）」は一般財源からの積立金、下から４段目「② 小学基金積立金（寄

附金）」はふるさと寄附金で寄附された寄附金を積み立てるものです。 

 ４３ページの４段目「① 教科アドバイザー配置事業」は、理科教育設備

整備費等補助金の交付額確定」、最下段の「① 幼児体育教室実施業務委託

（財源更正）」は、スポーツ振興くじ助成金確定」による財源更正です。 こ

れ以外は、事業費確定、実績見込、未執行による減額です。 

 続いて、４５ページをご覧ください。 

 平成３１年度 当初予算総括表（教育費）についてです。 

 「１教育総務費」は、前年度比較１，５１７万８千円増の６億７８０万

５千円、「２小学校費」は、前年度比較３億３，０００万７千円増の８億３，

４４１万５千円、「３中学校費」は、前年度比較１億７，５０３万２千円減

の２億５，５３０万８千円、「４幼稚園費」は、前年度比較１億３１９万円

増の２億５，２２１万８千円、「５社会教育費」は、前年度比較５０８万３

千円増の６億３，９８１万９千円、「６保健体育費」は、前年度比較９７２

万６千円増の２億８，３３９万９千円、「７学校給食費」は、前年度比較１，

６７４万５千円減の８億８５６万６千円となっており、教育費の総額とし
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ては、前年度比較２億７，１４０万７千円増の３６億８，１５３万円とな

っています。 

４６から５０ページは、教育委員会所管分の事業概要書です。 

主な事業としましては、４６ページ最下段からの項２小学校費、目１学

校管理費で、配膳室に空調機設置済みの北部小学校を除く７小学校の配膳

室に空調機を設置するための設置工事設計業務委託費と設置工事費を、経

年务化に伴う各小学校の改修、補修工事等費を計上。４７ページの中段、

目３教育振興費では、三吉小学校の大規模改修工事、トイレの洋式化がさ

れていない４小学校（中部小学校、南部小学校、三好丘小学校、緑丘小学

校）のトイレを改修するための改修工事設計業務委託費を計上しています。 

項３中学校費、目１学校管理費では、小学校と同様に市内４中学校の配

膳室に空調機を設置するための、設置工事設計業務委託費と設置工事費を

計上しています。 

 ４８ページの項４幼稚園費、目１幼稚園費では、幼児教育無償化に伴う

授業料及び預かり保育の補助金、幼児教育無償化授業料等補助金を計上。

項５社会教育費では、目１歴史民俗資料館費で、木造棟改修工事設計業務

委託費と木造棟耐震診断委託費を、目３公民館費で、三好上、明知上、黒

笹、高嶺公民館の空調機取替など環境整備事業補助金を、目９生涯学習推

進費で、市制１０周年記念事業として絵画購入費及びその設置費を計上。 

項６保険体育費、目１保健体育総務費で、新リサイクルステーション設置

に伴うゲートボール・グラウンドゴルフ場の再整備工事費を計上。４９ペ

ージ最下段からの、項７学校給食費では、調理場天井耐震化等改修（３期）

工事費及びその工事監理業務委託費を計上しています。 

 それぞれの項目における詳細な内容については、資料をご確認ください。 

 

 体育施設についてのご質問等はいかがでしょうか。 

 ＴＵＴＡＹＡの裏にリサイクルステーションを造るためゲートボール場

の地番が変わるという説明でした。 

 

【質疑なし】 

 

 ３月補正についてのご質問はありますか。 

 ４２ページの下から４段目の奨学金については、ふるさと納税の寄附金

で５，５２０万円ほどいただけました。 

 

【質疑なし】 

 

 それでは、平成３１年度の当初予算についてですが、ご質問を受ける前

に、小学校費での６５．４％増、その内学校建設費が２４８％増、中学校

費４０％減、幼稚園費６９．２％増、文化財保護費４０．９％増が大きく

増減していますので、その増減理由等について説明をお願いします。 
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スポーツ課長 

 

 

 

 小学校費の増要因は、新たに三吉小学校の大規模改修事業費を計上した

ことです。また、各小学校の経年务化に伴う補修工事等も計上しています。

中学校費では、北中学校の大規模改修事業の完了が大きな減額の要因です。

幼稚園費の増は、３歳以上の幼児教育無償化のための予算を計上している

ことが要因です。 

 文化財保護費の増につきましては、新年度福谷町地内におきまして豊田

加茂建設事務所によって急傾斜地の対策工事が予定されており、その工事

区域が福谷城の埋蔵文化財の包蔵地であるため、発掘調査業務委託費を計

上していることが大きな要因です。 

 

 ご質問はありますか。 

 

 社会教育費の中の公民館費にエアコンの修繕補助金がありますが、公民

館自体が経年务化等で修繕に困っている行政区も多いと思いますが、５０

年くらい経ってくると大規模改修みたいなものも教育行政の管轄になって

くるのですか。 

 

 地区の公民館につきましては、生涯学習推進課が所管しております。公

民館の経年务化等に伴う修繕につきましては、今年度につきましても高嶺

公民館の屋上防水等については補助金を交付し、高嶺公民館を管理してい

ます三好丘緑行政区に実施していただいています。来年度につきましても、

公民館の修繕につきましては補助金で対応していきます。 

 

 議案第７号について、他に質疑はありませんか。 

  

【質疑なし】 

 

質疑ありませんので、議案第７号「教育予算、その他議会の議決を経る

べき議案に関する意見の申出」について、原案のとおり議会に上程するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、議案第７号は原案のとおり議会へ上程すること

とします。 

 

承認第１号の報告、説明をお願いします。 

 

 資料５１ページになります。 

 承認第１号臨時代理の承認についてです。みよし市地区スポーツ委員の

委嘱について、教育長に対する事務委任規則第３条により、臨時代理した

ので第４条の規定により報告し、承認を求めるものです。 
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 地区スポーツ委員について、新屋行政区の「近藤友孝」氏から「大野壽

久」氏に、あみだ堂行政区「西垣 貢」氏から「鈴木君枝」氏に変更の申

出があり、新しい方をそれぞれ委嘱しました。本件は、みよし市マラソン

駅伝大会を２週間後に控えた時期でしたので臨時代理とさせていただきま

した。 

 

承認第１号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  

【質疑なし】 

 

質疑ありませんので、承認第１号「臨時代理の承認について」について、

承認することに賛成する委員の挙手を求めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、承認第１号は承認されました。 

 

 続きまして、日程５、協議及び報告事項に入ります。次第に従って、協

議及び報告をお願いします。 

 最初に３月の教育委員会行事について説明をお願いします。 

 

３月の行事予定の中で、教育委員の皆さんにご案内する予定のものは、

３月２日の生涯学習発表会（芸能発表）、５日の市内中学校卒業式、１４日

の教育委員会協議会及び定例会、２０日の市内小学校卒業式、２９日の第

１回教育委員会臨時会並びに退職辞令交付式等となっています。 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

【質疑なし】 

 

 続きまして教育行政課からの報告事項について説明をお願いします。 

 

私からは、「審査承諾をした後援等申請の報告について」と「平成３０年

度みよし市教育委員会褒章について」の２点について、説明します。 

審査承認をした後援等申請の報告につきましては、５５ページから５６

ページに掲載しています。過去に後援等の実績のある事業の５件です。 

（承諾した事業について、その事業概要を説明） 

続いて、平成３０年度みよし市教育委員会褒章についてです。 

 平成３０年度の褒賞者は、２月７日に開催しました平成３０年度みよし

市教育委員会褒章選考委員会での選考を基に決定しました。 

 功労の著しい者に対して教育委員会が授与する「感謝状」には、校長２

人、教諭７人の内申があり、選考により校長２人、教諭７人全てを授与対
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日 程 ６ 

【閉会宣言】 
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事 務 局 

 

 

象者としました。 

 小学校６年間及び小中学校９年間皆勤した児童生徒に対して教育委員会

が授与する「皆勤賞」には、小学校６年間皆勤には２人、小中学校９年間

皆勤には１人の内申があり、選考により、内申された全員を授与対象者と

しました。 

 教育、芸術文化又は体育等に関する県規模以上の権威ある大会において、

最高賞を受けた者及びこれに相当する功績顕著な者に対して教育委員会が

授与する「賞状」には、小学生３１人、中学生４１人、中学生団体３団体

の内申があり、選考により、小学生１５人、中学生３７人、中学生団体１

団体を授与対象者としました。 

 授与対象者は５８ページから６９ページまでに資料を添付しています。

氏名、学校名、功績及び褒賞に該当する事項等が掲載してありますので、

ご確認ください。 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

 後援等報告９４番の全国保育団体合同研究集会で聞きに行きたい保護者

の中で、小さなお子さんがいる保護者は託児の希望があればやっていただ

けるのか教えて下さい。 

 

 申請書を確認すると託児を行うということは載っておりません。 

 

 とてもいい研究集会だと思うので、託児をやっていただけると参加者も

増えると思うので、検討していただけるといいかなと思います。 

 

 主催団体にそういったご意見があるということをお伝えしたいと思いま

す。 

 

他に報告事項はありますか。 

なければ、本日の日程の案件は、すべて終了しました。 

 

日程６、平成３１年みよし市教育委員会第２回定例会を閉会します。 

（午前１０時５５分） 

 

次回の開催予定の調整をお願いします。 

 

次回の定例会は、平成３１年３月１４日（木）午前１０時から、市役所

２階２０１会議室にて平成３１年第３回定例会を開催いたします。 

 

 


